
自動車検査独立行政法人中期目標 

 

（まえがき） 

自動車の安全の確保及び環境の保全を図るため、国土交通省においては、社会的要請、自動車技

術の進展等を踏まえて、自動車の安全・環境基準を策定しているところである。自動車に導入さ

れる技術が高度化している現在、それらの性能が使用過程においても適切に維持されることが、

今後、一層重要となってくる。また、今後、電気自動車等の急激な普及が想定され、市場に展開

される自動車の多様化への対応も必要である。 

このような状況の中、自動車検査独立行政法人（以下「検査法人」という。）は、 自動車の検査

を通じて、自動車の安全確保と環境保全に貢献するという使命を確実に果たすため、本中期目標

に従って、的確で厳正かつ公正に基準適合性の審査業務を実施するとともに、業務の質の向上に

向けた取組を推進するものとする。 

さらに、検査法人は、独立行政法人制度の趣旨を十分に踏まえ、国土交通省と連携して国土交通

施策に貢献するとともに、自立性、自発性及び透明性を備え、業務をより効率的かつ効果的に行

うものとする。 

なお、国土交通省所管の独立行政法人の業務の在り方の検討については、今後の独立行政法人全

体の見直しの議論を通じ、適切に対応するものとする。 

 

 

１．中期目標の期間  

 

 中期目標の期間は、平成 23年度から平成27年度までの５年間とする。 

 

２．国民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 

(1)的確で厳正かつ公正な審査業務の実施の徹底 

①検査における信頼性の維持・向上 

自動車の検査を通じて、自動車の安全確保と環境保全に貢献する検査法人の使命を確実に果

たすため、審査業務の的確な実施と業務の質の向上に向けた取組を、組織を挙げて全力で推進

すること。 

 

②新基準等に対応した審査方法等の整備等 

基準の制定、改正等がなされた場合には、必要な審査方法・体制を整備することにより、基

準適合性の審査を的確に実施すること。 

 

③不当要求防止対策の充実 

暴力・威圧行為などの不当要求に対して、厳正かつ公正に審査を実施できるよう、不当要求

対策の充実を図ること。 

 

④人材確保 

厳正かつ公正な審査業務を実施するため、国土交通省と連携しつつ、最適な人材の確保に努

めること。 

 



⑤職員能力の向上 

審査業務の高度化、新基準の導入、自動車の技術革新等に対応すべく、職員に対する研修の

充実などを図り、的確な審査業務の実施に努めること。 

 

⑥職員の意欲向上 

職員表彰制度の充実を図るなど、職員の意欲向上に努めること。 

 

⑦内部統制の充実 

内部統制の充実を図り、的確な業務の実施に努めること。 

 

(2)業務の質の向上に資する検査の高度化の推進 

①高度化施設の活用 

第二期中期目標期間中に導入した、新規検査等における車両の状態を画像で取得する機器及び

検査結果等について電子的に記録・保存する機器（以下「高度化施設」という。）を活用し、検

査後の二次架装や受検車すり替え等の不正受検の防止を図ること。加えて、高度化施設により

取得した検査情報を適切に管理するとともに、国土交通省と連携し、これら検査情報の有効活

用に向けた取組を実施すること。 

また、高度化施設の運用にあたっては効率的な検査体制を整備する等により、極力、受検者の

待ち時間の縮減に努めること。さらに、高度化施設の本格運用後にお いては、その効果につい

て効率性も含めて検証し、その結果をホームページなどで公表すること。 

 

②審査方法の改善 

自動車技術の進展、自動車の多様化、その他社会的要請に基づく様々な検査ニー ズに適切に

対応すべく、国際的な動向や費用対効果も踏まえた上で審査業務の高度化・改善等に取り組む

こと。 

 

③新たな審査方法の検討 

自動車検査の質を高め、審査業務の効果を向上させるため、自動車や検査機器の技術の進展

状況等に応じて、新たな審査手法の調査検討を行うこと。 

 

(3)受検者等の安全性・利便性の向上 

①受検者等の事故防止対策の実施 

安全対策の充実、再発防止対策等の立案と徹底により、受検者等の事故の削減を図ること。

特に人身事故については、中期目標期間中である平成 23年度～27年度の平均発生件数を平成

22年度に比べて10％以上削減すること。 

 

②利用しやすい施設と業務運営 

検査機器の適切な管理、老朽更新等により、中期目標期間終了時における検査機器の故障等

によるコース閉鎖時間を平成 22年度に比べて 10％以上削減すること。 

また、受検者からの要望の把握、検査の予約制度の適正な運用等によって、受検者にとって

利用しやすい施設及び業務運営となるよう努めること。 

 

(4)自動車社会の秩序維持 

①不正改造車対策の強化 



基準に不適合な自動車や不正に改造した自動車を排除していくために、国の要請に応じて、

これに協力して、中期目標期間中に街頭検査台数 55万台以上を実施するとともに、国と連携し、

不正改造車の使用等が多いと想定される地域や場所、状況等を把握し、当該地域や場所、状況

等において重点的に検査を行うなどにより、 効率的かつ効果的な街頭検査に努めること。 

また、カスタム・カー等のショウにおける不正改造車、用品販売店における保安基準に適合

しないおそれのある用品等について、啓発活動を積極的に行うこと。 

 

②不正受検等の排除 

高度化施設の活用等により、国土交通省と連携して、より一層、不正受検等の排除に努める

こと。 

 

③その他 

車台番号の改ざん受検を発見することにより、盗難車両対策への貢献に努めること。 

その他、検査法人の特性を生かし、自動車社会の秩序維持に貢献すること。 

 

(5)国土交通省、関係機関との連携強化 

①リコール対策への貢献 

リコール対象車の早期発見のために自動車の審査における不具合情報を国土交 通省に提供

するとともに、リコール対象車の早期改修のために国土交通省の要請に応じて受検者への注意

喚起を行うことなどを通じて、国土交通省と連携してリコー ル制度の円滑な実施に貢献するこ

と。 

また、高度化施設により取得した検査データを活用し、リコールに繋がる不具合の抽出のた

めの分析手法等について国土交通省と連携しつつ検討し、有効活用の取組を実施すること。 

 

②効率的な実施体制の検討 

高度化・複雑化する自動車の新技術や不具合等に的確に対応するため、国土交通省及び独立

行政法人交通安全環境研究所との連携を一層強化すべく、効率的な実施体制を検討すること。 

 

③点検・整備促進への貢献等 

国土交通省と連携し、適切な点検・整備を促進する取組を推進するとともに、国土交通省が

行う指定整備工場の検査員研修等を支援するよう努めること。 

 

３．業務運営の効率化に関する事項 

 

(1)組織運営 

①要員配置の見直し 

国土交通省において、指定整備率の一層の向上などにより継続検査業務の民間参入の拡大を

図る中、継続検査に係る業務量及び重点化する新規検査、街頭検査、構造等変更検査等の業務

量の変化を的確に把握した上で、継続検査業務に従事する職員を中心とする人員の削減も含め

た要員配置の見直しを行い、事務所等毎の要員の配置計画を策定・実施することにより、適切

かつ効率的な業務運営に努めること。また、併せて継続検査に関する検査コース数の見直しも

実施すること。 

これらの検討にあたっては、年度末等の繁忙期においても業務に支障をきたさないよう配慮

すること。 



 

②その他実施体制の見直し 

国土交通省における自動車検査登録事務所等の集約・統合化の可否の検討に併せ、検査法人

の事務所等の集約・統合化の可否を検討すること。 

また、本部の東京都 23 区外への移転について検討し、平成 23年度中に結論を得ること。 

 

(2)業務運営 

①一般管理費及び業務経費の効率化目標 

一般管理費（人件費、公租公課等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要因により増減す

る経費を除く。）について、中期目標期間中に見込まれる当該経費総額（初年度の当該経費相当

分に５を乗じた額。）を６％程度抑制するとともに、経費節減の余地がないか自己評価を厳格に

行った上で、適切な見直しを行うこと。 

また、業務経費（人件費、公租公課等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要因により増

減する経費を除く。）について、中期目標期間中に見込まれる当該経費総額（初年度の当該経費

相当分に５を乗じた額。）を２％程度抑制すること。 

 

②随意契約の見直し 

国における見直しの取組「公共調達の適正化について」（平成 18年８月 25日付け財計第2017

号。財務大臣から各省各庁の長あて。）、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進につ

いて」（平成27年５月25日総務大臣決定）に基づく取組を着実に実施し、一般競争入札の導入・

範囲拡大等を通じた業務運営の一層の効率化を図ること。 

 

③資産の有効活用 

研修施設について、有効活用により自己収入の増加を図る等の観点から効率的な運用を促進

すること。 

 

④受益者負担の適正化の検討 

検査法人が実施する事業について、受益者の負担を適正なものとする観点から、国土交通省

と連携しつつ手数料等の適正化に資する検討を行うこと。 

 

⑤その他業務運営の一層の効率化 

「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18年法律第 51 号）に基づき民

間委託している研修施設の管理運営業務及び自動車検査業務に用いる 検査機器の保守管理業

務について、適切に管理し、民間競争入札の検証結果を踏まえた上で、検査機器の保守管理業

務に係る民間競争入札について、関東検査部管内の事務所23か所から全国への拡大を検討する

こと。  

また、自動車検査予約システムの適切な運用による業務の平準化等により、一層の業務の効

率化に努めること。 

 

４．財務内容の改善に関する事項 

 

中期目標期間における予算、収支計画及び資金計画について、適正に計画し健全な財務体質

の維持を図ること。 

 



５．その他業務運営に関する重要事項 

 

(1)施設及び設備に関する計画 

基準適合性審査業務の確実な遂行のため、審査施設の計画的な整備・更新を進めるとともに、

適切な維持管理に努めること。 

 

(2)人事に関する計画 

給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め役職員給与の在り方

について厳しく検証した上で、目標水準・目標期限を設定してその適正化に計画的に取り組む

とともに、その検証結果や取組状況を公表すること。 

また、総人件費についても、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する

法律」（平成 18年法律第 47号）に基づく平成 18年度から５年間で５％以上を基本とする削減

等の人件費に係る取組を 23年度も引き続き着実に実施するとともに、政府における総人件費削

減の取組を踏まえ、厳しく見直すこと。 


